
工事計画の前に、
  文化財の事前確認を！

土木工事等の開発事業・住宅建築等にかかる

文化財の行政手続きについて

手続きの詳細や書類様式などについては

下記のホームページでもご案内しています

https://www.dokitan.com/proce/

蔵王町内には、史跡や天然記念物などの

貴重な指定文化財や埋蔵文化財（遺跡）があり、

法律や条例の規定によって保護されています。

町内で土木工事等の開発事業や住宅建築等を

計画する場合は、事前に町教育委員会に照会し、

文化財との関わりの有無を確認してください。

▪住宅を建て替え・新築したい
▪上下水道・浄化槽の工事をしたい
▪工場・店舗等の施設を建設したい
▪造成工事（盛土・切土）をしたい
▪太陽光発電所を設置したい
▪農地を改良したい
▪山林を伐採したい など

お問い合わせ先

　　　　　　蔵王町教育委員会 生涯学習課

　　　　　 　（文化財保護係 埋蔵文化財担当）

電話 0224-33-2328　FAX 0224-33-3831

Mail bunkazai@town.zao.miyagi.jp

〒989-0892 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10

　　　　　　　　　　  蔵王町役場 東庁舎１階 文化財整理室

お早めに

町教育委員会へ

ご照会下さい

▪所在照会書にご記入いただき、文化財保護法及び条例

に基づく手続きの要否を書面で回答します。

▪登録されている遺跡の範囲内及び隣接地に該当する
場合は文化財保護法に基づく手続きが必要です。

▪遺跡から離れている場合でも対象地が概ね1,000㎡以上
の大規模な開発行為である場合には、現地の地表面観察
や試掘によって遺跡の有無を確認する必要があります。



 

１．埋蔵文化財の有無の照会 

▪

▪

▪

 

２．土木工事等の事前協議 

▪

▪

▪

▪

▪

 

３．土木工事等のための発掘の届出 

▪

▪

▪


